
令和８年度 盛岡都市圏地域公共交通会議事業計画（案） 

 

１ 事業概要 

(1) 盛岡都市圏地域公共交通計画の実施に関すること 

計画の実施を行う。 

(2) 盛岡都市圏地域公共交通利便増進実施計画の実施に関すること 

計画の実施を行う。 

(3) 盛岡都市圏地域公共交通会議の開催 

盛岡都市圏地域公共交通計画及び盛岡都市圏利便増進実施計画の進捗報告等を

行うため、８年度中に３回開催する。 

(4) 盛岡都市圏地域公共交通会議分科会の開催 

各市町、特定の地域及び特定の事業に関する協議を実施するため、８年度中に随 

時開催する。 

 (5)交通事業者等との意見交換 

公共交通における情報共有や意見交換を実施するため、８年度中に随 

時開催する。 
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